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○墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付要綱 

令和６年９月１０日 

６墨福介第１８３０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護人材の確保及び質の向上を図ることを目的として、墨田区

内の介護保険サービス事業所で就労する介護支援専門員に対し、資格取得及び資格

維持に必要な研修の受講費用を助成することについて、必要な事項を定めるものと

する。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は次に定めるもののほか、介護保険法（平成９

年法律第１２３号。以下「法」という。）で使用する用語の例による。 

（１） 介護保険サービス事業所 法に基づき運営される施設及び事業所であって、

別表１に掲げるものをいう。 

（２） 介護支援専門員研修 法に基づき都道府県等が主体となり実施する介護支

援専門員の資格取得及び資格維持に必要な研修であって、別表２に掲げるものを

いう。 

（助成金交付の要件） 

第３条 助成金は、次の要件を全て満たす者（以下「助成金交付対象者」という。）

に対し、交付する。 

（１） 介護支援専門員研修を修了していること。 

（２） 墨田区内の１つの介護保険サービス事業所において、次に掲げる要件を全

て満たすこと。 

 ア 当該事業所で介護支援専門員として継続して６か月以上の勤務実績がある

こと。 

 イ 申請時点で当該事業所に引き続き勤務していること。 

 ウ 当該事業所に助成決定後も勤務する意思があること。 

 エ 当該事業所に介護支援専門員研修修了前から就労し、又は修了後３か月以
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内に就労していること。 

 オ 当該事業所で現に居宅サービス計画書等の計画作成業務を行っていること。 

カ 当該事業所の運営法人に直接雇用されていること。ただし、当該事業所の

運営法人の代表者又は役員であって、他の要件を全て満たす場合は、助成金

交付対象者とする。 

（助成金交付対象費用） 

第４条 助成金交付の対象となる費用（以下「交付対象費用」という。）は、介護支

援専門員研修を受講するために、助成金交付対象者が都道府県知事の指定を受ける

研修実施機関に支払った受講費用とする。ただし、当該受講費用の支払に係る手数

料については交付対象費用としない。 

（助成金の交付額） 

第５条 助成金額は、交付対象費用の額に助成率４分の１を乗じた額とし、予算の範

囲内において交付する。この場合において、１００円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 

２ 就業先から受講費用の一部が助成されている場合又は雇用保険法（昭和４９年法

律第１１６号）に基づく教育訓練給付制度の給付を受けている場合は、交付対象費

用からその額を控除した額と、前項の額を比較し低い方の額を助成金額とする。 

（助成金の申請及び請求） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、墨田区介護支援専門員研修受講料助成

金交付申請書（第１号様式）に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。

ただし、第５号に掲げる書類については就業先からの助成金等の支給を受けている

場合に限り、第６号に掲げる書類については雇用保険法に基づく教育訓練給付制度

の給付を受けている場合に限り、添付を必要とする。 

（１） 介護支援専門員研修の修了証明書の写し 

（２） 介護支援専門員証の写し 

（３） 就労証明書（第２号様式） 

（４） 受講費用の領収書の写し 
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（５） 研修受講費用の助成証明書（第３号様式） 

（６） 雇用保険法に基づく教育訓練給付制度の給付額が分かる書類（写し可） 

２ 前項に規定する申請書の提出期限は、介護支援専門員研修修了後、１年以内とす

る。 

（助成金の交付決定） 

第７条 区長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

助成金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、墨田区介護支援専門

員研修受講料助成金交付決定通知書（第４号様式）により、不交付を決定したとき

は、墨田区介護支援専門員研修受講料助成金不交付決定通知書（第５号様式）によ

り、前条第１項の規定に基づく申請をした者（以下「申請者」という。）に通知す

るものとする。 

（助成金の請求） 

第８条 前条第２項の規定により助成金の交付決定通知を受けた申請者は、請求期限

までに墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付請求書兼口座振替依頼書（第６

号様式）を区長に提出するものとする。 

（助成金の交付） 

第９条 区長は、前条の墨田区介護支援専門員研修受講料助成金交付請求書兼口座振

替依頼書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により助成金を交付するときは、口座振替の方法により行う

ものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付を受けた者が、偽りその他

不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（助成金の返還） 

第１１条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し
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た場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は

一部の返還を命じることができる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和６年１０月１日から適用し、同年４月１日以降に受講した介護支

援専門員研修に係る受講費用を対象とする。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

付 則 

（適用期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和８年３月３１日以前に介護支援専門員研修を修了した者については、なお

従前の例による。 

 

別表１ 介護保険サービス事業所（第２条関係） 

区分 根拠法令 

特定施設入居者生活介護を行う事業所 法第８条第１１項 

小規模多機能型居宅介護を行う事業所 法第８条第１９項 

認知症対応型共同生活介護を行う事業所 法第８条第２０項 

地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所 法第８条第２１項 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業

所 

法第８条第２２項 

複合型サービスを行う事業所 法第８条第２３項 

居宅介護支援を行う事業所 法第８条第２４項 

介護老人福祉施設 法第８条第２７項 
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介護老人保健施設 法第８条第２８項 

介護医療院 法第８条第２９項 

介護予防支援を行う事業所 法第８条の２第１６項 

 

別表２ 介護支援専門員研修（第２条関係） 

区分 根拠法令 

介護支援専門員実務研修 法第６９条の２第１項 

介護支援専門員更新研修 法第６９条の８第２項 

介護支援専門員現任研修 

（専門研修課程Ⅰ、Ⅱ） 

法第６９条の８第２項ただし書 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。

以下「法施行規則」という。）第１１３条の１９第１

項 

介護支援専門員再研修 法第６９条の７第２項 

法施行規則第１１３条の１６第１項 

主任介護支援専門員研修 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「法施行令」という。）第３７条の１５ 

法施行規則第１４０条の６８第１項第１号 

主任介護支援専門員更新研修 法施行令第３７条の１５ 

法施行規則第１４０条の６８第１項第２号 
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様式 省略 

 


